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し
も
つ
け
ク
イ
ズ

【
正
解
は
】
①　

詳
し
く
は
、
表
紙
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
特
別
児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
心
身
に
障
が

い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
し
て
い

る
父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

申
請
手
続
き
の
方
法
な
ど
、
詳
細
は
社
会

福
祉
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
児
童
の
障
が
い
の
程
度

◎
手
当
１
級
相
当

・�

身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お
む

ね
１
・
２
級
（
内
部
的
疾
患
含
む
）
程

度
に
該
当
す
る
児
童

・�

療
育
手
帳
の
判
定
が
Ａ
程
度
、
ま
た

は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級

程
度
に
該
当
す
る
児
童

◎
手
当
２
級
相
当

・�

身
体
障
害
者
手
帳
の
判
定
が
お
お
む

ね
３
級
（
内
部
的
疾
患
含
む
）
程
度

に
該
当
す
る
児
童

・�

日
常
生
活
が
著
し
い
制
限
を
受
け
る

程
度
の
知
的
障
が
い
、
も
し
く
は
精

神
障
が
い
の
児
童

�

※
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
受
給
す
る
資

　

格
が
あ
り
ま
せ
ん
。

■
所
得
に
よ
る
支
給
制
限
と
な
る
場
合

請
求
者
（
本
人
）
や
配
偶
者
お
よ
び
扶

養
義
務
者
の
所
得
が
限
度
額
以
上
で
あ
る

場
合
は
、
そ
の
年
の
８
月
か
ら
翌
年
７
月

ま
で
の
手
当
が
支
給
停
止
に
な
り
ま
す
。

①�

児
童
お
よ
び
父
母
ま
た
は
養
育
者
が
、

日
本
国
内
に
住
ん
で
い
な
い
と
き

②�

児
童
が
障
が
い
に
よ
る
公
的
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

③�

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
（
保
育
園
・
通

園
施
設
・
肢
体
不
自
由
児
施
設
へ
の
短

期
母
子
入
所
を
除
く
）
に
入
所
し
て
い

る
と
き

■
手
当
の
額

◎
平
成
28
年
４
月
か
ら

１
級
…
月
額
５
１
，
５
０
０
円

２
級
…
月
額
３
４
，
３
０
０
円

■
支
給
月

４
月
（
12
～
３
月
分
）

8
月
（
４
～
７
月
分
）

11
月
（
８
～
11
月
分
）

※
申
請
月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
が
開
始
さ

れ
ま
す
。

■
現
況
届
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く

８
月
は
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
「
所
得

状
況
届
」
を
提
出
す
る
月
で
す
。
届
出
を

し
な
い
と
受
給
資
格
が
あ
る
人
で
も
８
月

分
か
ら
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
２
年
間
こ
の
現
況

届
を
提
出
し
な
い
と
時
効
で
受
給
権
が
な

く
な
り
ま
す
。
受
給
者
に
は
８
月
上
旬
に

通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
必
ず
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
受
付
日
時

８
月
12
日
㈮
～
31
日
㈬

※
土
日
を
除
く

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

※
正
午
か
ら
午
後
１
時
を
除
く

■
提
出
場
所

社
会
福
祉
課
窓
口

（
庁
舎
一
階
・
⑨
番
窓
口
）

■
持
参
い
た
だ
く
も
の

通
知
書
、
手
当
証
書
、
印
鑑
、
そ
の
他

指
定
の
書
類

扶養親族の数 請求者（本人） 配偶者および
扶養義務者

0 人 4,596,000 円 6,287,000 円

1 人 4,976,000 円 6,536,000 円

2 人 5,356,000 円 6,749,000 円

3 人 5,736,000 円 6,962,000 円

4 人 6,116,000 円 7,175,000 円

5 人以上 以下 380,000 円
ずつ加算

以下 213,000 円
ずつ加算

所得制限限度額表

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当
・

　
　
　
　
　
障
害
児
福
祉
手
当
の
お
知
ら
せ

社会福祉課
☎32(8900）

問い合わせ先




